
 

 

 教員養成専門部会  

 

【プロジェクト名】教育ボランティア活動 

 

１ プロジェクトの目的・概要  

  佐賀大学教育学部と佐賀県教育委員会は、教員養成などを柱とした連携・協力協定

の一環として、平成１７年度から「教育ボランティア活動」を開始し、今年度は１５

年目を迎えた。受け入れ経験校からは継続して希望提出があり、学生のみならず児童

生徒、教職員にとっても貴重な機会となっている。平成２９年度からは、この取り組

みが派遣校から大変好評を得ていることをふまえ、各学校への派遣人数をこれまでの

「５名まで」から「７名まで」に変更した。今現在、派遣希望プランの提出を求めて

いるところであり、多くの学校より希望プランが出されるものと予想される。 

  当事業の主な目的は、以下の２点である。 

○教員志望の学生が、県内の市町立小・中学校、県立中学校、県立特別支援学校にお

いて、授業の補助や放課後の学習相談、学校行事の補助、部活動の支援、休み時間

の遊びの相手など、様々な教育活動の支援をする。 

○教育現場におけるボランティア活動を通して、子どもとのコミュニケーションの取

り方等についての基本的事項を身に付けることで、教員志望の学生の教職への資質

や意欲を高める。 

 

２ ３０年度の実施実績  

（１）実施経過 

○平成３０年度は、学生の前期試験が８月６日まで実施されたことから、活動の開始を８

月７日からとした。また、県内全域の学校へ派遣できるよう、学生への希望調査の際に、

希望エリアを複数箇所選択させるようにした。 

○４月下旬から教育委員会において、各学校の派遣希望プランについて調査を行った。６

月に調査結果を学生へ紹介し、活動希望等について把握・調整を行い、８月から派遣を

開始した。 

○なお、平成２９年度と同様、８・９月の１回のみの募集とし、１０月以降の活動につい

ては、学校と学生で直接交渉を行い、継続することができることとした。 

時  期 概      要 

2018. 4.27 

2018. 5.11頃 

2018. 5.15 

2018. 5.21 

2018. 6. 4 

2018. 6. 8  

  － 

2018. 6.28 

2018. 7. 5 

2018. 7. 5 

2018. 8. 7 

①  県教育委員会から市町教育委員会への文書発送   

②  学校から所管の教育委員会への希望書の提出     

③ 市町教育委員会から県教育委員会への提出 

④ 県教育委員会から大学への希望一覧表の提出 

⑤ 大学及び県教育委員会による事前説明会（１回目） 

              〃        （２回目） 

⑥ 大学における派遣についての調整 

⑦ 大学から県教育委員会への派遣決定一覧表の提出 

⑧ 県教育委員会から市町教委へ派遣決定文書発送 

⑨ 県教育委員会から教育事務所への派遣一覧の提供 

⑩ 派遣開始 
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（２）平成３０年度の派遣実績（学校数、プラン数、派遣人数） 

○８月と９月の２か月間において、派遣数５８校、６５プラン、２３２人の学生を県

内の小・中学校、特別支援学校に派遣した。派遣人数は、平成２９年度と比べると

小・中学校では減少したが、特別支援学校では増加した。学生は意欲的に取り組み、

教育現場の支援を行った。 

 Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ 

校種 学校数 プラン数 派遣人数 学校数 プラン数 派遣人数 学校数 プラン数 派遣人数 

小学校 ４０ ４４ １４２ ４４ ４９ １６４ ３９ ４４ １５２ 

中学校 ２５ ２６ ８０ ２２ ２４ ７６ １４ １４ ６０ 

特別支援学校 ３ ４ １１ ２ ４ ６ ５ ７ ２０ 

計 ６８ ７４ ２３３ ６８ ７７ ２４６ ５８ ６５ ２３２ 

 

（３）事業の効果と課題 

○教育活動に直接携わり、子ども達への様々な支援活動を通して得られた感動や先輩

教員との関わりの中で育まれた教職への魅力を、学生が肌で感じ取とることができ、

更なる教職への意欲を高めることができた。 

○他学部の教員免許取得希望学生も対象とすることや、大学の講義の一環としての取

組に位置づけることを平成２８年度から継続して取り組んだ結果、派遣人数を確保

できた状況を維持できている。 

○大学から遠い学校や公共交通機関の利用が難しい市町へ学生を派遣する際の交通

手段や交通費を考慮した派遣計画が必要である。 

○平成３０年度は１８市町から希望があり、１７市町の学校へ派遣できた。 

 

３ 令和元年度の実施計画  

   ○平成３０年度に実施要領を改訂し、派遣日数は最大５日間とした。 

○８月と９月の２か月間について教育ボランティアを募集し、１０月以降の活動につ

いては、学校と学生で直接交渉を行い、継続することができることとする。 

○学生の前期試験が８月６日まで実施されることから、活動の開始を８月７日からと

する。  

時  期 概      要 

2019. 4. 2 

市町教委が指定する日 

2019. 5.16  

2019. 5.23 

2019. 6. 3 

2019. 6. 7 

  － 

2019. 6.中旬 

2019. 7.初旬 

2019. 7.初旬 

2019. 8. 7～ 

①  県教育委員会から市町教育委員会への文書発送   

②  学校から所管の教育委員会への希望書の提出     

③ 市町教育委員会から県教育委員会への提出(SEI-Net)         

④ 県教育委員会から大学への希望一覧表の提出 

⑤ 大学及び県教育委員会による事前説明会（１回目） 

        〃           （２回目） 

⑥ 大学における派遣についての調整 

⑦ 大学から県教育委員会への派遣決定一覧表の提出 

⑧ 県教委から市町教委へ派遣決定についての文書発送 

⑨ 県教育委員会から教育事務所への派遣一覧の提供 

⑩ 派遣開始 

 


